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ま え が き 
 
 労働政策と社会保障とは、その成り立ちから分かちがたい関係にある。とりわけ大陸

ヨーロッパの主要国であるドイツとフランスでは、労働市場政策と社会保障との関係は

非常に密接であり、両者の関係を適切に運営していくことが経済・社会政策の要となっ

ている。 
ドイツにおいては、長年、社会連帯の発想が雇用政策の隅々にまで浸透し、自由な労

働市場による効率的な雇用創出といった概念は一般的でなかった。社会保障の理念が労

働政策に強い影響を与えており、失業対策についても、公的支援優先の政策がとられる

のが通常であった。しかし、2002 年のハルツ委員会報告に基づく労働市場改革により、

社会保障も雇用政策も、公的支援は自助努力をサポートする方向に大きく転換された。 
ドイツにおける労働市場政策転換の柱の 1 つは、第二労働市場の形成である。失業保

険給付と、それに伴う短期失業者のための支援制度が適用される第一労働市場に対して、

長期失業者や低資格者などを主たる対象とし、失業給付Ⅱと称される手当の支給を、「支

援と要請」の原則に従って行う第二労働市場が新たに形成された。その目的は、幅広い

低賃金労働市場を容認した上で、そこに就労する労働者へのきめ細かな支援を行い、就

労促進と社会コストの低減を実現することにある。ミニ／ミディ・ジョブといった低賃

金就労形態に加え、低賃金労働を受け入れた労働者に対して、賃金の一部もしくは社会

保険料負担分などを公的に負担するコンビ賃金は、労働者の就労インセンティブや使用

者の新規雇用へのモチベーションを高めるための施策であり、現在幅広い検討が加えら

れている。 
フランスにおいても、労働政策と社会保障とを結びつけた就労促進の試みが行われて

いる。求職者は、失業保険給付の受給条件として公共職業安定所の指導員と再就職活動

の指針となる個別就職計画を作成しなければならない。この計画は求職活動の進捗状況

によって漸次改定される。受給者が再就職活動を怠れば、失業保険給付の停止に追い込

まれる。生活保護にあたる社会参入最低所得手当（MRI）を申請した者には、日常生活

を改善するための行動計画や職業訓練、就職活動支援などを規定した社会参入契約の締

結が義務づけられている。また、若年者や長期失業者の就労促進策として、雇用主に対

する社会保険料の軽減措置や賃金助成、再就職後の職業訓練費用の補助などの施策が広

く実施されている。 
 日本においても、フリーター、ニートなど、若年者の雇用問題や中高年フリーターの

問題が大きな課題となっている。今後、格差社会への対応を考える上で、ドイツ、フラ

ンス両国の試みは示唆に富む。本報告書が労働・雇用政策と社会保障に関心を寄せる方々

の参考になれば幸いである。 
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